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様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会議の名称 伊勢崎市環境審議会(令和 7 年度第 1 回伊勢崎市環境審議会) 

開催日時 令和 7 年 5 月 12 日(月)午後 2 時 00 分～午後 3 時 00分 

開催場所 市役所東館 3 階災害対策室  

出席者氏名 (委員 11 名) 

髙橋委員､岡安委員、峯岸委員､江原委員､須永委員､矢内委員､福元委員､神戸委員､ 

大屋委員､金子委員、齋藤委員 

※欠席者:松浦委員､塩島委員､南雲委員､角田委員 

(事務局 6 名) 

小林環境部長､塩島環境部副部長 

小保方課長､輿石係長､斎藤主任､須田主任 

傍聴人数 なし 

会議の議題 （１） 会長・副会長の選任について 

（２） 第 3 次伊勢崎市環境基本計画について 

（３） その他 

会議資料の内容 ・次第 

・委員名簿 

・事務局名簿 

・第 3 次伊勢崎市環境基本計画 本編及び概要版 

・伊勢崎市環境審議会条例 

・伊勢崎市環境審議会規則 

会議における 

議事の経過 

及び発言の要旨 

１. 開会 

 

２. 委員自己紹介 

 

３. 議題 

(１)会長・副会長の選定について 

※次のとおり､会長・副会長が決定 

伊勢崎市環境審議会会長 髙橋 みどり 委員 

伊勢崎市環境審議会副会長 南雲 秀幸 委員 

※条例の規定に基づき､会長が議長を務め議事を開始 

 

(２)第 3 次伊勢崎市環境基本計画について 

事務局より、第 3 次伊勢崎市環境基本計画の内容について、概要版をもとに説明。計

画推進のしくみとして、環境審議会で前年度の取組状況を報告し、計画の点検・評価

を来年度以降、毎年度お願いしたいと説明。 
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会議の名称 伊勢崎市環境審議会(令和 7 年度第 1 回伊勢崎市環境審議会) 

※事務局の説明について次のとおり質問・意見があった 

 

委 員  環境審議会として責任をもって答申を出さなければならないので、事前の

開催通知に諮問であれば、その内容を明記し、事前送付を徹底していただ

きたい。 

また、環境基本計画本編 P49 の市域の温室効果ガス排出量の目標値は「第

2 次伊勢崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）で設定」となってお

り、まだ目標値が定まっていない部分がある。環境基本計画の改定はおそ

らくないと思うが、地球温暖化実行計画（区域施策編）の審議が必要とな

ると思うので、担当課と調整していただき、環境審議会で諮問をしていた

だくよう調整していただきたい。 

委 員  この計画は市民に配られているのか。 

事務局  本編・概要編ともにホームページで公開している。 

委 員  計画の中で一般的には難しい専門用語等が使われているため、わかりやす

い言葉を使ったほうがよい。 

事務局  前回の審議会でもそのような意見があり、本編の最終章に用語の説明をい

れている。 

委 員  伊勢崎市の広報等で市民の方には情報発信は行っているのか。 

事務局  策定にあたり、パブリックコメントを実施し、広報やホームページで情報

発信・パブリックコメント募集を行った。 

委 員  点検・評価の時期については事前に明確にしてもらいたい。 

 

第 3 次伊勢崎市環境基本計画の点検・評価を毎年度、環境審議会で行うという内容に 

ついて、異議がないので承認となった。 

 

(３)その他 

事務局より、今後の審議会の予定として、今年度第 2 次伊勢崎市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の改定があり、改定案についてこの審議会で市長から諮問をさせ

ていただく予定と説明。 

※事務局の説明について次のとおり質問・意見があった 

 

委 員  スケジュールが決まっているようであれば教えてほしい。完成後に審議会

で諮っても意味がないので、策定途中で第何版という形でどれくらいにど

こまで完成している予定かを担当課に要求していただき、審議会に共有し

てから諮問していただきたい。 

事務局  担当課は GX 推進課となるが、今年度コンサル委託を行い、今年度中の改

定となるため、改定案を作成次第、この審議会で諮問させていただきたい
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会議の名称 伊勢崎市環境審議会(令和 7 年度第 1 回伊勢崎市環境審議会) 

と聞いている。改定スケジュール等については確認を行う。 

 

第 2 次伊勢崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定案について、本審議会

に諮問を予定しているという内容について、異議がないので承認となった。 

 

４. 閉会 

 


